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(57)【要約】
【課題】脱硫性能は現状と同程度に維持したまま、且つ
低コストで排煙脱硫装置における補給水量を低減可能な
節水及び省水型の排煙脱硫装置の提供である。
【解決手段】燃焼装置から排出される排ガスを導入し、
吸収液を噴霧して、排ガス中に含まれる硫黄酸化物を吸
収、除去する吸収塔４と、吸収塔４の出口に設けられる
ミストエリミネータ７と、ミストエリミネータ７を水洗
するミストエリミネータ水洗装置３３とを設けた排煙脱
硫装置において、ミストエリミネータ７を排ガス流路の
上流側と下流側に複数設け、ミストエリミネータ水洗装
置３３に各ミストエリミネータ７ａ，７ｂに水洗水を供
給する水洗水供給ライン３７ａ，３７ｂを設け、排ガス
流路の下流側の水洗水供給ライン３７ｂに海水を供給す
る海水供給ライン２４を設ける。排ガス流路の下流側の
ミストエリミネータ７ｂは海水を用いて洗浄することで
、吸収塔４へ供給する水量の低減が可能となる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ボイラを含む燃焼装置から排出される排ガスを導入し、該排ガスに吸収液を噴霧して気
液接触させることにより、前記排ガス中に含まれる硫黄酸化物を吸収、除去する吸収塔と
、該吸収塔の排ガス流路の出口に設けられ、吸収塔から放出されるミストを捕集するミス
トエリミネータと、該ミストエリミネータを水洗するミストエリミネータ水洗装置とを設
けた排煙脱硫装置において、
　前記ミストエリミネータを排ガス流路の上流側と下流側に複数設け、前記ミストエリミ
ネータ水洗装置に前記各ミストエリミネータに水洗用の水を供給する水洗水供給部を設け
、前記下流側のミストエリミネータの水洗水供給部に海水を供給する海水供給部を設けた
ことを特徴とする排煙脱硫装置。
【請求項２】
　前記吸収塔の排ガス流路の入口に、内部に冷却媒体用の管を有する排ガス冷却器を設け
、
　前記冷却媒体用の管に海水を供給する海水供給部を設けたことを特徴とする請求項１記
載の排煙脱硫装置。
【請求項３】
　前記吸収塔に酸化用空気を供給する酸化用空気供給部を設け、
　該酸化用空気供給部に、内部に冷却媒体用の管を有する酸化用空気冷却器を設け、
　前記冷却媒体用の管に海水を供給する海水供給部を設けたことを特徴とする請求項１記
載の排煙脱硫装置。
【請求項４】
　ボイラを含む燃焼装置から排出される排ガスを吸収塔に導入して吸収液を噴霧し、排ガ
スと気液接触させることにより、前記排ガス中に含まれる硫黄酸化物を吸収、除去した後
、前記吸収塔から放出されるミストを吸収塔の排ガス流路の出口の上流側と下流側に複数
設けたミストエリミネータにより捕集して、該ミストを捕集したミストエリミネータを水
洗する排煙脱硫方法であって、
　前記下流側のミストエリミネータの水洗水に海水を使用することを特徴とする排煙脱硫
方法。
【請求項５】
　海水を冷却媒体に使用して前記吸収塔入口の排ガスを冷却することを特徴とする請求項
４記載の排煙脱硫方法。
【請求項６】
　前記吸収塔に酸化用空気を供給すると共に、海水を冷却媒体に使用して前記吸収塔に供
給する酸化用空気を冷却することを特徴とする請求項４記載の排煙脱硫方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、火力発電所や工場等に設置されるボイラ等の燃焼設備から排出される、排ガ
スを浄化するための排煙処理装置に係り、特に、ボイラ等の燃焼排ガス中に含まれる硫黄
酸化物、塩化水素、フッ化水素等の酸性ガスやばいじん、及び燃料中に含まれる微量成分
等の人的にも有害な物質を低減する排煙脱硫装置及び排煙脱硫方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　大気汚染防止のため、排ガス中の硫黄酸化物の除去装置として、湿式石灰石－石膏法排
煙脱硫装置が広く実用化されている。火力発電設備における湿式排煙脱硫装置の一般的な
系統を図６に示す。なお、各図において同一機器（装置）には同一番号を付している。
【０００３】
　火力発電所や工場等に設置されるボイラ等の燃焼装置から排出される硫黄酸化物を含む
排ガスは矢印Ａ方向から吸収塔４の入り口煙道１に設置されたガスガスヒータ(熱交換器)
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２０を通り排ガスの熱が回収され、ガス温度は９０～１１０℃に低下する。ガス温度が一
定値以下に低下した排ガスは、ガス入口部３から湿式排煙脱硫装置の吸収塔４へと導入さ
れる。
【０００４】
　吸収塔４は液溜部５と吸収部(スプレ部)６から構成され、吸収部６では、排ガスの流れ
方向に沿って上下に複数段の多数のスプレノズル９を備えたスプレヘッダ８が設置されて
おり、スプレノズル９から微細な液滴として噴霧される石灰石または石灰を含むスラリな
どの吸収剤の液滴と排ガスとを接触させることで、排ガス中のばいじんや塩化水素(ＨＣ
ｌ)、フッ化水素（ＨＦ）等の酸性ガスと共に、排ガス中の硫黄酸化物（ＳＯｘ）はスプ
レノズル９の吸収液滴表面で化学的に吸収、除去される。
【０００５】
　液溜部５には、ボイラ等からの排ガスに含まれる硫黄酸化物の量に応じて、吸収剤スラ
リ(主に石灰石スラリ)供給ライン１６から吸収剤が供給される。液溜部５にあるスラリ状
の吸収液は、吸収液循環ポンプ１０により昇圧され、吸収液循環配管１３を経由して、吸
収塔４内の上部の吸収部６のスプレヘッダ８に供給される。
【０００６】
　また、排ガスの流れに同伴する微小な液滴（ミスト）は吸収塔４の上部のガス出口部１
８に設置されたミストエリミネータ７により除去される。ミストエリミネータ７を通過し
た排ガス温度は、通常、５０℃程度の水分飽和ガスであるが、ミストエリミネータ７の排
ガス流路下流に設置されるガスガスヒータ２０を通過することで再加熱される。すなわち
ミストエリミネータ７を通過した排ガスは、ガスガスヒータ２０において回収された吸収
塔４の入口ガスの熱によってガス温度が約９０～１００℃程度まで再加熱され、出口煙道
２から矢印Ｂ方向に流れ、最終的に煙突（図示せず）に導入された後、大気中に排出され
る。
【０００７】
　吸収塔４の出口に設置されたミストエリミネータ７には、吸収塔４を循環する吸収液が
飛散し、ミストエリミネータ７のエレメントに付着するため、水洗装置３１を設けている
。この水洗装置３１の水洗水として工業用水を用いてエレメントの水洗を行っている。
【０００８】
　ボイラ等から排出される排ガス中に含まれる二酸化硫黄(ＳＯ2)などの硫黄酸化物は、
吸収液中に含まれるカルシウム化合物（石灰石(ＣａＣＯ３)など）と反応し、中間生成物
として亜硫酸カルシウム（重亜硫酸カルシウムを含む）になり、液溜部５に流下する。一
方、液溜部５には、酸化用空気ブロワ１７により酸化用空気供給ライン２６から酸化用空
気を強制的に供給し、該酸化用空気と亜硫酸カルシウムとの酸化反応により、反応生成物
として石膏スラリ(ＣａＳＯ４・２Ｈ2Ｏ)となる。
【０００９】
　なお、その際に液溜部５に供給する酸化用空気は、液溜部５内の吸収液を攪拌する酸化
用攪拌機１５により微細化されることにより、酸化用空気の利用率を高めている。液溜部
５内の吸収液は概ね５０℃程度であるが、酸化用空気ブロワ１７出口の空気温度は、通常
、１２０～１５０℃であり、そのまま液溜部５に供給すると液溜部５の吸収液中に内挿し
た配管端部で乾湿の繰り返しが生じるため、酸化用空気ブロワ１７出口の空気は、工業用
水を直接噴霧することにより空気温度を水分飽和温度まで低下させ、液溜部５に供給され
る。
【００１０】
　液溜部５内の吸収液スラリは、吸収塔抜出しポンプ１１により、生成石膏量に応じて液
溜部５から石膏脱水設備１２に抜き出されて脱水され、石膏１４は回収される。一方、ろ
液はろ液回収タンク２１に貯留され、ろ液ポンプ２２によって抜き出され、排水ライン２
３から湿式排煙脱硫装置の系外に排出される。
【００１１】
　また、湿式排煙脱硫装置の設備全体の水量バランスを維持するための補給水は、吸収塔
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４の液溜部供給ライン３５とミストエリミネータ７の水洗水供給ライン３７から供給され
る。
【００１２】
　特に火力発電所等で使用する用水量の確保が困難な地域では、湿式排煙脱硫装置に使用
する補給水量の低減が必要不可欠となっている。そして、湿式排煙脱硫装置における新水
(工業用水)の使用量を節減するために、除塵塔と吸収塔との間に設置されたミストエリミ
ネータの水洗水として、ガス流れ下流側（吸収塔側）のミストエリミネータの洗浄には新
水を使用する一方、ガス流れ上流側（除塵塔側）のミストエリミネータの洗浄にはミスト
エリミネータの洗浄排水を循環使用する構成（下記特許文献１）が提案されている。
【００１３】
　また、下記特許文献２には、脱硫前の排ガスに冷却液を循環冷却液噴霧器により直接噴
霧して増湿冷却した後、排ガスを熱交換器により冷却液と間接接触させて冷却し、その後
吸収剤スラリーによって排ガスを洗浄する構成が開示されている。排ガス流路の上流側に
循環冷却液噴霧器を設け、下流側に熱交換器を設けることで、熱交換器外側を常に湿潤状
態にして水分損失量を削減し、湿式排煙脱硫装置に使用する補給水量を削減している。
【００１４】
　更に、下記特許文献３に記載の構成では、横長のコンパクトな吸収部の前に横長のコン
パクトなガス調湿部を設けて、このガス調湿部でボイラからの排水や海水を冷却水として
用いることで、補給水量を節減している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１５】
【特許文献１】特開昭５５－１０６５１５号公報
【特許文献２】特開平６－１３４２５１号公報
【特許文献３】特開平１０－５５３８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１６】
　上述の従来技術において、ボイラ等を定格運用負荷帯(高負荷帯)で運用する場合には、
ガスガスヒータにより排ガスの熱が回収された後においても、吸収塔の入口ガス温度は９
０～１１０℃と比較的高温である。したがって、吸収塔内における蒸発水量が多くなり、
液溜部の液面高さ（液レベル）や吸収液スラリの濃度を一定に維持し、湿式排煙脱硫装置
の設備全体の水量バランスを維持するためには、吸収塔に多量の補給水が必要になるとい
う問題がある。
【００１７】
　この対策として、吸収塔の入口に設置したガスガスヒータの容量を従来よりも大きなも
のとし、吸収塔の入口の排ガス温度を下げることにより、吸収塔における蒸発水量は低減
でき、湿式排煙脱硫装置の設備全体として必要となる補給水量も低減可能となる。
【００１８】
　しかし、ガスガスヒータの容量を大きくすると、火力発電設備の運用状態により、ボイ
ラ等を低負荷帯で運用した場合には、吸収塔内における蒸発水量が少なくなり、逆に、湿
式排煙脱硫装置の設備全体の水量バランスを維持することが困難になる。すなわち、ミス
トエリミネータの水洗排水、及び吸収塔の酸化用空気増湿水が吸収塔へ供給されることに
より、吸収塔に供給される水量が吸収塔から抜き出される水量に対して過剰となり、湿式
排煙脱硫装置の設備全体の水量バランスが維持できなくなるといった問題が挙げられる。
【００１９】
　一方、特許文献１に記載の構成のように、ミストエリミネータの洗浄排水を循環使用し
たり、特許文献２に記載の構成のように、熱交換器外側を常に湿潤状態にして水分損失量
を削減したり、特許文献３に記載の構成のように、吸収部やガス調湿部をコンパクトな構
成としてガス調湿部でボイラからの排水や海水を冷却水として用いることで、ある程度の



(5) JP 2012-196611 A 2012.10.18

10

20

30

40

50

補給水量の低減は可能となる。
【００２０】
　しかし、特許文献１に記載の構成では、ガス流れ下流側のミストエリミネータの水洗水
には新水を使用しているため、新水の使用量の節減は未だ不十分であると言える。
【００２１】
　また、特許文献２に記載の構成では、石膏等の固形物を含む吸収液を熱交換器の上流で
噴霧し、熱交換器外側を常に湿潤にしているが、ガス温度は比較的高温であることから、
部分的（局部的）には乾湿の繰り返しの箇所が生じ、設備の腐食が著しくなる他、吸収液
中の固形物による詰まり、付着により経時的な性能低下が問題となる。
【００２２】
　また、特許文献３に記載の構成では、ガス調節部、吸収部を横長の構成とし、水平方向
に設置することにより、高さ方向には低い設備になるが、逆に設備の設置面積は大きくな
るといった問題がある。
【００２３】
　そして、特許文献２及び特許文献３に記載の構成では、ある程度節水効果は期待される
ものの、ミストエリミネータの水洗水などの比較的多量に水を使用する設備に関しては何
ら考慮されていない。
【００２４】
　本発明の課題は、脱硫性能は現状と同程度に維持したまま、且つ低コストで排煙脱硫装
置における補給水量を低減可能な節水及び省水型の排煙脱硫装置及び排煙脱硫方法を提供
することである。
【課題を解決するための手段】
【００２５】
　上記本発明の課題は、下記の構成を採用することにより達成できる。　
　請求項１記載の発明は、ボイラを含む燃焼装置から排出される排ガスを導入し、該排ガ
スに吸収液を噴霧して気液接触させることにより、前記排ガス中に含まれる硫黄酸化物を
吸収、除去する吸収塔と、該吸収塔の排ガス流路の出口に設けられ、吸収塔から放出され
るミストを捕集するミストエリミネータと、該ミストエリミネータを水洗するミストエリ
ミネータ水洗装置とを設けた排煙脱硫装置において、前記ミストエリミネータを排ガス流
路の上流側と下流側に複数設け、前記ミストエリミネータ水洗装置に前記各ミストエリミ
ネータに水洗用の水を供給する水洗水供給部を設け、前記下流側のミストエリミネータの
水洗水供給部に海水を供給する海水供給部を設けた排煙脱硫装置である。
【００２６】
　請求項２記載の発明は、前記吸収塔の排ガス流路の入口に、内部に冷却媒体用の管を有
する排ガス冷却器を設け、前記冷却媒体用の管に海水を供給する海水供給部を設けた請求
項１記載の排煙脱硫装置である。
【００２７】
　請求項３記載の発明は、前記吸収塔に酸化用空気を供給する酸化用空気供給部を設け、
該酸化用空気供給部に、内部に冷却媒体用の管を有する酸化用空気冷却器を設け、前記冷
却媒体用の管に海水を供給する海水供給部を設けた請求項１記載の排煙脱硫装置である。
【００２８】
　請求項４記載の発明は、ボイラを含む燃焼装置から排出される排ガスを吸収塔に導入し
て吸収液を噴霧し、排ガスと気液接触させることにより、前記排ガス中に含まれる硫黄酸
化物を吸収、除去した後、前記吸収塔から放出されるミストを吸収塔の排ガス流路の出口
の上流側と下流側に複数設けたミストエリミネータにより捕集して、該ミストを捕集した
ミストエリミネータを水洗する排煙脱硫方法であって、前記下流側のミストエリミネータ
の水洗水に海水を使用する排煙脱硫方法である。
【００２９】
　請求項５記載の発明は、海水を冷却媒体に使用して前記吸収塔入口の排ガスを冷却する
請求項４記載の排煙脱硫方法である。　
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　請求項６記載の発明は、前記吸収塔に酸化用空気を供給すると共に、海水を冷却媒体に
使用して前記吸収塔に供給する酸化用空気を冷却することを特徴とする請求項４記載の排
煙脱硫方法である。
【００３０】
（作用）
　上記課題は、吸収塔の出口に設置されたミストエリミネータの水洗水量の低減、排煙脱
硫装置の吸収塔内における蒸発水量の低減、及び吸収塔の液溜部に供給する酸化用空気の
増湿水量の低減によって解決できる。
【００３１】
　上述のように、例えば、吸収塔の入口に設置したガスガスヒータの容量を従来よりも大
きなものとし、吸収塔の入口の排ガス温度を下げた場合、火力発電設備の運用状態により
、ボイラ等を低負荷帯で運用する条件では、排煙脱硫装置の設備全体の水量バランスを維
持することが困難になるといった問題があった。
【００３２】
　吸収塔の出口に設置されたミストエリミネータには、吸収塔を循環する吸収液が飛散し
、ミストエリミネータのエレメントに付着する付着物も多い。そして、ミストエリミネー
タの水洗排水には多量の石膏等の固形物を含んでいる。したがって、水洗排水は一旦吸収
塔に戻して補給水として再利用し、且つ固形物は石膏抜き出しラインより排出して回収す
る必要がある。
【００３３】
　上記特許文献２に記載の構成では、熱交換器の冷媒として海水を使用したり、特許文献
３に記載の構成では、ガス調湿部のダクト部を通過する排ガスを冷却する冷却水に海水を
使用したりすることで、排煙脱硫装置における補給水量を低減している。
【００３４】
　海水中には塩素等の溶解塩が多量に含まれていることから、海水は吸収塔の補給水には
利用されておらず、熱交換器の冷媒や排ガスを冷却する冷却水として使用された海水は冷
媒等に循環使用されたり、そのまま排煙脱硫装置の系外に排出される。
【００３５】
　上述のように、ミストエリミネータの水洗排水には多量の石膏等の固形物を含んでいる
ため、水洗排水を回収して吸収液として再利用したり、石膏等を回収する必要がある。し
たがって、ミストエリミネータの水洗排水には海水は不向きであり利用されていなかった
。
【００３６】
　しかし、本発明者らは、ミストエリミネータを排ガス流路の上流側と下流側に複数設け
、下流側のミストエリミネータの水洗水にのみ海水を使用することで、排煙脱硫装置の設
備全体に供給される新水の使用量を大幅に低減できることを見出し、本発明を完成させた
。
【００３７】
　すなわち、請求項１又は請求項４記載の発明によれば、吸収塔から放出されるミストを
捕集するミストエリミネータを排ガス流路の上流側と下流側に複数設け、ミストエリミネ
ータ水洗装置に各ミストエリミネータに水洗用の水を供給する水洗水供給部を設け、下流
側のミストエリミネータの水洗水供給部に海水を供給する海水供給部を設けることで、下
流側のミストエリミネータの水洗水には海水を使用することにより、排煙脱硫装置の設備
全体に供給される新水(工業用水)の使用量を低減できる。
【００３８】
　排ガス流路の上流側のミストエリミネータには、吸収塔から多量の吸収液が飛散するた
め、ミストエリミネータへの付着物も多くなり、その水洗排水には多量の石膏等の固形物
を含んでいる。したがって、排ガス流路の上流側のミストエリミネータの水洗排水は一旦
吸収塔に戻し、水洗排水は吸収塔の補給水として再利用し、且つ、固形物は吸収塔から抜
き出して石膏を回収すれば良い。



(7) JP 2012-196611 A 2012.10.18

10

20

30

40

50

【００３９】
　排ガス流路の上流側のミストエリミネータの水洗水にも海水を使用した場合、海水中に
は塩素等の溶解塩が多量に含まれていることから、水洗排水を吸収塔に戻すと、吸収塔内
を循環する吸収液中の塩素濃度が高くなる。一般に、吸収液中の塩素濃度が高くなると吸
収液のｐＨが低下して脱硫性能は低下する。また、ミストエリミネータの水洗排水を排煙
脱硫装置の系外に排出する場合には、多量の固形物を含むため、排水処理設備が必要とな
る。
【００４０】
　本発明によれば、排ガス流路の上流側のミストエリミネータは新水（工業用水）を用い
て洗浄し、排ガス流路の下流側のミストエリミネータは海水を用いて洗浄することを特徴
としている。吸収塔から飛散する固形物の多くは排ガス流路の上流側のミストエリミネー
タにおいて捕集されており、下流側のミストエリミネータへの固形物の付着量は少ない。
したがって、排ガス流路の下流側のミストエリミネータの水洗排水（海水）は排煙脱硫装
置の系外にそのまま排出すれば良いため、排水処理設備を必要とせず、又は排水処理設備
の簡素化が可能となる。
【００４１】
　このように、排ガス流路の下流側のミストエリミネータは海水を用いて洗浄することで
、吸収塔へ供給する水量は低減し、ボイラ等の運転状態や運転負荷に関わらず、排煙脱硫
装置の設備全体の水量バランスを維持したままボイラ等の安定運用が可能となる。そして
、排煙脱硫装置の設備全体として必要となる補給水量も低減することが可能となる。
【００４２】
　また、請求項２又は請求項５記載の発明によれば、上記請求項１又は請求項４記載の発
明の作用に加えて、吸収塔の排ガス流路の入口にガス冷却器を設けることにより、吸収塔
の入口のガス温度が低下するため、吸収塔内を循環している吸収液の蒸発水量は低減し、
排煙脱硫装置の設備全体の水量バランスを維持するために必要な補給水量の大幅な節減が
図れる。
【００４３】
　そして、海水をガス冷却器の冷却媒体に使用することで新水の更なる低減が図れると共
に、ガス冷却器への冷却水（海水）量を制御することにより、吸収塔の入口ガス温度を所
定値に維持できる。すなわち、排煙脱硫装置の設備全体の水量バランスを維持可能な温度
に維持できる。
【００４４】
　更に、請求項３又は請求項６記載の発明によれば、上記請求項１又は請求項４記載の発
明の作用に加えて、吸収塔に酸化用空気を供給する酸化用空気供給部と、該酸化用空気供
給部に海水を冷却媒体とする酸化用空気冷却用の空気冷却器を設けることで、海水を冷却
媒体に使用して、吸収塔に供給する酸化用空気を冷却して温度を低下させることにより、
酸化用空気に新水を直接噴霧していた酸化用空気増湿水の低減が可能となる。
【発明の効果】
【００４５】
　本発明によれば、吸収塔の出口に設置されたミストエリミネータの水洗水量の低減、排
煙脱硫装置の吸収塔内における蒸発水量の低減及び吸収塔に供給する酸化用空気の増湿水
量の低減が可能となる。具体的には、以下の効果を奏する。
【００４６】
　請求項１又は請求項４記載の発明によれば、吸収塔から放出されるミストを捕集するミ
ストエリミネータを排ガス流路の上流側と下流側に複数設け、排ガス流路の下流側のミス
トエリミネータの水洗水に海水を使用することで、吸収塔へ供給する水量の低減が可能と
なる。したがって、排煙脱硫装置の設備全体に供給される新水(工業用水)の使用量を低減
できる。
【００４７】
　請求項２又は請求項５記載の発明によれば、上記請求項１又は請求項４記載の発明の効
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果に加えて、吸収塔の排ガス流路の入口にガス冷却器を設けることで吸収塔の入口のガス
温度が低下するため、吸収塔内を循環している吸収液の蒸発水量が低減し、排煙脱硫装置
の設備全体の水量バランスを維持するために必要な補給水量の大幅な節減が図れる。そし
て、海水をガス冷却器の冷却媒体に使用することで新水の更なる低減が図れる。
【００４８】
　請求項３又は請求項６記載の発明によれば、上記請求項１又は請求項４記載の発明の効
果に加えて、海水を冷却媒体に使用して、吸収塔に供給する酸化用空気を冷却して温度を
低下させることにより、酸化用空気に新水を直接噴霧していた酸化用空気増湿水の低減が
可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００４９】
【図１】本発明の一実施例である湿式排煙脱硫装置の系統を示す図である。
【図２】本発明の他の実施例である湿式排煙脱硫装置の系統を示す図である。
【図３】本発明の他の実施例である湿式排煙脱硫装置の系統を示す図である。
【図４】本発明の他の実施例である湿式排煙脱硫装置の系統を示す図である。
【図５】吸収塔の入口ガス温度と湿式排煙脱硫装置における蒸発水量（必要な補給水量）
との相関図である。
【図６】従来の湿式排煙脱硫装置の系統を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００５０】
　以下に、本発明の実施の形態を示す。
【実施例１】
【００５１】
　図１には、本発明の一実施例である湿式排煙脱硫装置（湿式石灰石－石膏法排煙脱硫装
置）の系統を示す。なお、図１の湿式排煙脱硫装置において、図６の湿式排煙脱硫装置と
同じ符号の部材の説明は一部省略している。
【００５２】
　火力発電所や工場等に設置されるボイラ等の燃焼装置から排出される硫黄酸化物を含む
排ガスは矢印Ａ方向から吸収塔４の入り口煙道１に設置されたガスガスヒータ(熱交換器)
２０を通り排ガスの熱が回収され、ガス温度は９０～１１０℃に低下する。ガス温度が一
定値以下に低下した排ガスはガス入り口部３から湿式排煙脱硫装置の吸収塔４へと導入さ
れる。
【００５３】
　吸収塔４は液溜部５と吸収部(スプレ部)６から構成され、吸収部６では、排ガスの流れ
方向に沿って上下に複数段の多数のスプレノズル９を備えたスプレヘッダ８が設置されて
おり、スプレノズル９から微細な液滴として噴霧される石灰石または石灰を含むスラリな
どの吸収剤の液滴と排ガスとを接触させることで、排ガス中のばいじんや塩化水素(ＨＣ
ｌ)、フッ化水素（ＨＦ）等の酸性ガスと共に、排ガス中の硫黄酸化物（ＳＯｘ）はスプ
レノズル９の吸収液滴表面で化学的に吸収、除去される。
【００５４】
　液溜部５には、ボイラ等からの排ガスに含まれる硫黄酸化物の量に応じて、吸収剤スラ
リ(主に石灰石スラリ)供給ライン１６から吸収剤が供給される。液溜部５にあるスラリ状
の吸収液は、吸収液循環ポンプ１０により昇圧され、吸収液循環配管１３を経由して、吸
収塔４内の上部の吸収部６のスプレヘッダ８に供給される。
【００５５】
　また、排ガスの流れに同伴する微小な液滴（ミスト）は吸収塔４の上部のガス出口部１
８に設置されたミストエリミネータ７により除去される。ミストエリミネータ７を通過し
た排ガス温度は、通常、５０℃程度の水分飽和ガスであるが、ミストエリミネータ７の排
ガス流路下流に設置されるガスガスヒータ(熱交換器)２０を通過することで再加熱される
。すなわちミストエリミネータ７を通過した排ガスは、ガスガスヒータ２０において回収
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された吸収塔４の入口ガスの熱によってガス温度が約９０～１００℃程度まで再加熱され
、出口煙道２から矢印Ｂ方向に流れ、最終的に煙突（図示せず）に導入された後、大気中
に排出される。
【００５６】
　吸収塔４の出口に設置されたミストエリミネータ７ａ，７ｂには、吸収塔４を循環する
吸収液が飛散し、ミストエリミネータ７ａ，７ｂのエレメントに付着するため、水洗装置
３３を設けている。この水洗装置３３については後に詳しく説明する。
【００５７】
　ボイラ等から排出される排ガス中に含まれる二酸化硫黄(ＳＯ2)などの硫黄酸化物は、
吸収液中に含まれるカルシウム化合物（石灰石(ＣａＣＯ３)など）と反応し、中間生成物
として亜硫酸カルシウム（重亜硫酸カルシウムを含む）になり、液溜部５に流下する。一
方、液溜部５には、酸化用空気ブロワ１７により酸化用空気供給ライン２６から酸化用空
気を強制的に供給し、該酸化用空気と亜硫酸カルシウムとの酸化反応により、反応生成物
として石膏スラリ(ＣａＳＯ４・２Ｈ2Ｏ)となる。
【００５８】
　なお、その際に液溜部５に供給する酸化用空気は、液溜部５内の吸収液を攪拌する酸化
用攪拌機１５により微細化されることにより、酸化用空気の利用率を高めている。液溜部
５内の吸収液は概ね５０℃程度であるが、酸化用空気ブロワ１７出口の空気温度は、通常
、１２０～１５０℃であり、そのまま液溜部５に供給すると液溜部５の吸収液中に内挿し
た配管端部で乾湿の繰り返しが生じるため、酸化用空気ブロワ１７出口の空気は、工業用
水を直接噴霧することにより空気温度を水分飽和温度まで低下させ、液溜部５に供給され
る。
【００５９】
　液溜部５内の吸収液スラリは、吸収塔抜出しポンプ１１により、生成石膏量に応じて液
溜部５から石膏脱水設備１２に抜き出されて脱水され、石膏１４は回収される。一方、ろ
液はろ液回収タンク２１に貯留され、ろ液ポンプ２２によって抜き出され、排水ライン２
３から湿式排煙脱硫装置の系外に排出される。
【００６０】
　また、湿式排煙脱硫装置の設備全体の水量バランスを維持するための補給水は、吸収塔
４の液溜部供給ライン３５とミストエリミネータ７の水洗水供給ライン３７から供給され
る。
【００６１】
　そして、本実施例によれば、ミストエリミネータ７ａ，７ｂを、少なくとも排ガス流路
の上流側のミストエリミネータ７ａと下流側のミストエリミネータ７ｂ等の複数設置して
、各ミストエリミネータ７ａ，７ｂに水洗水を供給する水洗水供給ライン３７ａ，３７ｂ
を設け、且つ下流側ミストエリミネータ７ｂの下流側水洗水供給ライン３７ｂに海水供給
ライン２４を接続し、水洗水として海水と新水（工業用水）とを切り替えて供給できる構
成の水洗装置３３を設けたことを特徴としている。
【００６２】
　海水と新水の切り替えは、海水供給ライン２４と下流側ミストエリミネータ７ｂの下流
側水洗水供給ライン３７ｂとの接続部に設けた海水用切り替え弁（海水量調整手段）３８
と下流側水洗水供給ライン３７ｂに設けた新水用切り替え弁（新水量調整手段）３９の操
作によって行い、また海水と新水の供給量を調整可能である。
【００６３】
　上流側のミストエリミネータ７ａには吸収塔４から多量の吸収液が飛散するため、ミス
トエリミネータへの付着物も多くなり、その水洗排水には多量の石膏等の固形物を含んで
いる。したがって、上流側のミストエリミネータ７ａの水洗排水は一旦吸収塔４に戻し、
水洗排水は吸収塔４の補給水として再利用し、且つ固形物は吸収塔４の石膏抜き出しライ
ン１１から排出し、吸収液中の石膏１４を回収する。
【００６４】
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　一方、上流側のミストエリミネータ７ａの水洗水にも海水を使用した場合、海水中には
塩素等の溶解塩が多量に含まれていることから、上流側のミストエリミネータ７ａの水洗
排水を吸収塔４に戻すと、吸収塔４内を循環する吸収液中の塩素濃度が高くなる。一般に
、吸収液中の塩素濃度が高くなると吸収液のｐＨが低下し脱硫性能は低下する。また、水
洗排水を湿式排煙脱硫装置の系外に排出する場合には、多量の固形物を含むため排水処理
設備が必要となる。
【００６５】
　本実施例では、上流側のミストエリミネータ７ａは上流側水洗水供給ライン３７ａより
新水（工業用水）を用いて洗浄し、下流側のミストエリミネータ７ｂは海水供給ライン２
４より海水を用いて洗浄する。吸収塔４から飛散する固形物の多くは排ガス流路の上流側
のミストエリミネータ７ａにおいて捕集されており、下流側のミストエリミネータ７ｂへ
の固形物の付着量は少ない。したがって、下流側のミストエリミネータ７ｂの水洗排水（
海水）は湿式排煙脱硫装置の系外にそのまま排出すれば良いため、排水処理設備を必要と
せず、又は湿式排煙脱硫装置の設備の簡素化が可能となる。
【００６６】
　ミストエリミネータ７ａ，７ｂにおける合計水洗水量はボイラからの排ガス量、ミスト
エリミネータ７ａ，７ｂのエレメント構成にも依存するが、１０００ＭＷ規模の火力発電
設備の場合、概ね３０～４０ｔ／ｈ程度である。　
　一方、本実施例によれば、下流側のミストエリミネータ７ｂの水洗水に海水を使用する
ことにより、約１０～１５ｔ／ｈの水量を節減可能となる。
【００６７】
　このように、排ガス流路の下流側のミストエリミネータ７ｂは海水を用いて洗浄するこ
とで、吸収塔４へ供給する水量は低減し、ボイラ等の運転状態や運転負荷に関わらず、湿
式排煙脱硫装置の設備全体の水量バランスを維持したままボイラ等の安定運用が可能とな
る。そして、湿式排煙脱硫装置の設備全体として必要となる補給水量も低減することが可
能となる。
【００６８】
　なお、本実施例では二つのミストエリミネータ７ａ，７ｂを設置した場合を示したが、
ミストエリミネータを三つ以上設けても良い。三つの場合は、最も下流側のミストエリミ
ネータか下流側の二つのミストエリミネータの水洗水に海水を使用すれば良い。
【実施例２】
【００６９】
　図２には、本発明の他の実施例である湿式排煙脱硫装置の系統を示す。　
　図２に示す湿式排煙脱硫装置は、図１の湿式排煙脱硫装置の吸収塔４の排ガス流路上流
側にガス冷却器２５を設け、更にガス冷却器２５の冷却媒体量を調整するための制御装置
４０を設けた点で異なるが、それ以外は同様な構成である。
【００７０】
　火力発電所や工場等に設置されるボイラ等の燃焼装置から排出される硫黄酸化物を含む
排ガスは矢印Ａ方向から吸収塔４の入り口煙道１に設置されたガスガスヒータ(熱交換器)
２０を通り排ガスの熱が回収され、ガス温度は９０～１１０℃に低下する。ガス温度が一
定値以下に低下した排ガスは、吸収塔４の排ガス流路上流側に設けた多管式のガス冷却器
２５に導入される。　
　このガス冷却器２５は、冷却媒体が通る管２５ａに海水供給ライン２４を接続しており
、ガス冷却器２５の冷却媒体（内部媒体）として海水を供給できる設備構成にしている。
したがって、ガス冷却器２５の管内面を冷却媒体として海水供給ライン２４から海水等の
吸収塔の系外からの用水が流れ、管外面を排ガスが流れる。
【００７１】
　ガス冷却器２５を通過して冷却された排ガスの温度は吸収塔入口ガス温度計３０により
測定される。吸収塔入口ガス温度計３０により測定される温度を所定値６０～８０℃程度
に維持するように、海水供給ライン２４からガス冷却器２５に供給する海水量を制御装置
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４０によって制御可能な構成である。海水供給ライン２４から供給される海水量は、冷却
媒体用の管２５ａの入り口に設けた海水量調整弁４２などの供給量調整手段によって調整
される。
【００７２】
　そして、吸収塔入口ガス温度計３０により測定される温度が制御装置４０に電気信号と
して入力され、この温度が所定値を維持するように、制御装置４０からは海水量調整弁４
２に電気信号が出力されることでガス冷却器２５の冷却媒体用の管２５ａに導入される海
水量が決まる。
【００７３】
　このようにガス冷却器２５に供給する海水量を制御装置４０によって制御することで、
ボイラ等の運転状態、運転負荷によらず、湿式排煙脱硫装置の設備全体の水量バランスを
維持したままボイラ等の安定運用が可能となる。そして、湿式排煙脱硫装置の設備全体と
して必要となる補給水量も低減することが可能となる。また、ガス冷却器２５内部の冷却
媒体は、ガス冷却器２５の通過前後で組成は変化しないため、使用した水の排水処理等が
不要である。
【００７４】
　そして、ガス冷却器２５を通過したボイラ等からの排ガスは、その後、吸収塔４に導入
され、図１の湿式排煙脱硫装置と同様に吸収液との気液接触により、排ガス中に含まれる
硫黄酸化物や塩化水素、フッ化水素等の酸性ガスを必要量除去した後、煙突から排出され
る。
【００７５】
 従来、火力発電所や工場等に設置されるボイラ等からの排ガスは、排ガス温度が比較的
高温のまま吸収塔４内に導入されるため、吸収塔４内における蒸発水量が多くなるといっ
た問題があった。吸収塔４内における蒸発水量は、吸収塔４の入口ガス温度と吸収塔４に
おける処理ガス量、及び排ガス中の水分量等の排ガス組成に依存する。
【００７６】
　一例として、１０００ＭＷ規模の火力発電設備における、吸収塔４の入口ガス温度と吸
収塔４内における蒸発水量の相関図を図５に示す。　
　図５からも明らかなように、従来は、吸収塔４の入口ガス温度が概ね９０℃で運用して
いたものを１０℃低下させることにより、約１５ｔ／ｈ程度の蒸発水量が低減される。し
たがって、本実施例によれば、ガス冷却器２５を吸収塔４の入口に設置し、且つガス冷却
器２５の冷却媒体として海水を供給することにより、湿式排煙脱硫装置全体の必要な補給
水量を大幅に節減できる。
【実施例３】
【００７７】
　図３には、本発明の他の実施例である湿式排煙脱硫装置の系統を示す。　
　図３に示す湿式排煙脱硫装置は、図２の湿式排煙脱硫装置の吸収塔４の排ガス流路上流
側にガスガスヒータ２０を設けていない点で異なるが、それ以外は同様な構成であるので
、説明は省略する。
【００７８】
　火力発電所や工場等に設置されるボイラ等の燃焼装置から排出される硫黄酸化物を含む
排ガスは矢印Ａ方向から吸収塔４のガス入り口部３に設置された多管式のガス冷却器２５
に導入される。多管式のガス冷却器２５では、吸収塔入口ガス温度計３０により測定され
る温度を所定値６０～８０℃程度に維持するように、制御装置４０によって海水供給ライ
ン２４からガス冷却器２５に供給する海水量が制御される。海水供給ライン２４から供給
される海水量は、冷却媒体用の管２５ａの入り口に設けた海水量調整弁４２などの供給量
調整手段によって調整される。
【００７９】
　基本的に、作用効果は実施例２（図２）と同様であるが、ガスガスヒータ２０により事
前にガス温度が低下しない分、ガス冷却器２５の入り口ガス温度は高くなり、ガス冷却器
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２５を設置していない場合は、より多くの補給水が必要となる。ガス冷却器２５を設置す
ることで、補給水の低減効果は高くなる。　
　本構成によれば、ガス冷却器２５の容量（伝熱面積）は大きくなるが、ガスガスヒータ
２０を設けていないため、簡素な構成となる。
【実施例４】
【００８０】
　図４には、本発明の他の実施例である湿式排煙脱硫装置の系統を示す。　
　図４に示す湿式排煙脱硫装置は、図１の湿式排煙脱硫装置の吸収塔に供給する酸化用空
気を冷却する空気冷却器２７を設けた点で異なるが、それ以外は同様な構成である。
【００８１】
　酸化用空気供給ライン２６に空気冷却器２７を設置し、空気冷却器２７の冷却媒体が通
る管２７ａに海水供給ライン２４を接続することで、空気冷却器２７の冷却媒体（内部媒
体）として海水を供給できる設備構成にしている。
【００８２】
　通常、酸化用空気ブロワ１７の出口空気温度は１２０～１５０℃の高温空気であり、そ
のまま吸収塔４の液溜部５に供給すると、液溜部５の吸収液中に内挿した配管端部で乾湿
の繰り返しが生じるため、酸化用空気ブロワ１７出口の空気は、工業用水の直接噴霧によ
り空気温度を水分飽和温度まで低下させて液溜部５に供給される。この時に噴霧する水量
は除去する硫黄酸化物量に応じて決定される酸化用空気量に依存するが、１０００ＭＷ規
模の火力発電設備の場合、概ね１～２ｔ／ｈ程度である。
【００８３】
　しかし、本実施例によれば、酸化用空気供給ライン２６に酸化用空気を冷却する空気冷
却器２７を設置し、且つ空気冷却器２７の冷却媒体として海水を使用することにより、吸
収塔４の酸化用空気増湿水量の低減が図れ、概ね１～２ｔ／ｈ（工業用水量、すなわち海
水量）の水量が節減できる。空気冷却器２７の冷却媒体に使用する海水量は冷却媒体用の
管２７ａの入り口に設けた海水量調整弁４２によって調整できる。
【００８４】
　更に、酸化用空気ブロワ１７出口に酸化用空気温度を測定する温度計（図示せず）を設
け、この温度計の測定値によって水分飽和温度になるように、海水供給ライン２４から空
気冷却器２７に供給する海水量を制御装置４０（図２等）によって制御可能な構成として
も良い。　
　また、図２や図３の湿式排煙脱硫装置に酸化用空気を冷却する空気冷却器２７を設けて
も良い。空気冷却器２７を設置した方が、より補給水の低減を図ることができる。
【００８５】
　そして、これらの実施例１～４に示す通り、本発明によれば、吸収塔４のミストエリミ
ネータ７ａ，７ｂの水洗水量の低減、吸収塔４内における蒸発水量の低減、及び吸収塔４
の酸化用空気増湿水量の低減が可能となり、湿式排煙脱硫装置において必要となる用水量
の低減効果が見込め、用水量の確保が困難な地域に対しても有用である。
【００８６】
　また、上述の実施例等は、排ガスが水平方向に流れる水平流型吸収塔とした場合や二室
型の吸収塔とした場合にも適用できる。
【産業上の利用可能性】
【００８７】
　湿式排煙脱硫装置などにおいて、補給水量を低減可能な技術として利用可能性がある。
【符号の説明】
【００８８】
１　入り口煙道　　　　　　　２　出口煙道
３　吸収塔ガス入口部　　　　４　吸収塔
５　吸収塔液溜部　　　　　　６　吸収塔吸収部(スプレ部)
７　ミストエリミネータ　　　７ａ　上流側のミストエリミネータ
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７ｂ　下流側のミストエリミネータ
８　スプレヘッダ
９　スプレノズル　　　　　　１０　吸収液循環ポンプ
１１　吸収液抜出しポンプ　　１２　石膏脱水設備
１３　吸収液循環配管　　　　１４　石膏
１５　酸化用攪拌機　　　　　１６　吸収剤スラリ供給ライン
１７　酸化用空気ブロワ　　　１８　吸収塔ガス出口部
２０　ガスガスヒータ(熱交換器)
２１　ろ液回収タンク　　　　２２　ろ液ポンプ
２３　排水ライン　　　　　　２４　海水供給ライン
２５　ガス冷却器　　　　　　２５ａ　冷却媒体用の管
２６　酸化用空気供給ライン
２７　酸化用空気冷却器　　　２７ａ　冷却媒体用の管
３０　吸収塔入口ガス温度計　３１，３３　水洗装置
３５　液溜部供給ライン　　　３７　水洗水供給ライン
３７ａ　上流側水洗水供給ライン
３７ｂ　下流側水洗水供給ライン
３８　海水用切り替え弁　　　３９　新水用切り替え弁
４０　制御装置　　　　　　　４２　海水量調整弁

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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